
 

 

関東地方整備局事業評価監視委員会（平成１９年度第４回）の開催について 

 

記者発表資料 

関東地方整備局では、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を

図るため、関東地方整備局事業評価監視委員会（平成１９年度第４回）を下記のとお

り開催します。 

                                     記 

 

１．開催日時 平成20年1月23日（水）15:00～18:00（予定） 
２．開催場所 ラ・ベル オーラム Ｂ２階 

東京都台東区東上野1-26-2 TEL 03-3832-0457 
３．議事(予定) （別紙のとおり） 

・ 再評価の審議(河川事業、道路事業) 

・ 事後評価の審議・報告(河川事業、道路事業、港湾事業、営繕事業) 

  

※審議は、報道機関を通じて公開いたします。 

カメラ撮り等は、冒頭から関東地方整備局長挨拶までが可能です。 

会議終了後、約２０分後を目途に上記会場にて、事務局による記者会見を予定 

しています。 

※当日の配付資料は、会議終了後、関東地方整備局ホームページに掲載いたします。 

関東地方整備局ホームページ(http://www.ktr.mlit.go.jp/)→情報公開→事業評価よりお入り下さい。 

直接お入りの方は http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/office2/jigyohyoka/index.htm 

 

平成２０年１月１６日 

             国土交通省関東地方整備局 

企 画 部               
 

発表記者クラブ 
 

竹芝記者クラブ 、埼玉県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、 

茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ、千葉県政記者会、 

東京都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、 

長野市政記者クラブ 

 

 

問い合わせ先 

 

   国土交通省 関東地方整備局 TEL. 048-601-3151（代表） 
048-600-1329（夜間直通） 

             地方事業評価管理官  吉田 高樹（内線2118） 
             企画部 事業調整官  田村 俊彦（内線3116） 



 

 

（別 紙） 

１． 審議予定の対象事業 

○再評価 
（河川事業） 

(1) 利根川・江戸川改修事業 

(2) 渡良瀬川改修事業 

(3) 烏川・神流川改修事業 

(4) 鬼怒川改修事業 

(5) 常陸利根川改修事業 

(6) 中川・綾瀬川改修事業 

(7) 小貝川改修事業 

(8) 鬼怒川上流域直轄砂防事業 

  （道路事業） 

(1) 一般国道１号 新湘南バイパス 

(2) 一般国道１４号 両国拡幅 

(3) 一般国道１７号 上武道路 

(4) 一般国道１７号 本庄道路 

(5) 一般国道１７号 鯉沢バイパス 

(6) 一般国道１５８号 松本波田道路 

(7) 一般国道３５７号 東京湾岸道路(神奈川県区間) 
 

○事後評価 
（河川事業） 

(1) 特定構造物改築事業(京成押上線荒川橋梁) 

(2) 渡良瀬遊水池総合開発事業（報告） 

(3) 荒川中流流水総合改善事業（報告） 

（道路事業） 

(1) 一般国道１７号 深谷バイパス 

(2) 一般国道２０号 日野バイパス 

(3) 一般国道５２号 甲西道路 

（港湾事業） 

(1) 横浜港 大桟橋地区旅客ターミナル整備事業 

（営繕事業） 

(1) 千葉第２地方合同庁舎 

(2) 東京税関コンテナ貨物検査場 
 

２．公開にあたってのお知らせ 
当日傍聴される報道関係者の皆様におかれましては、審議の支障となら

ないよう係員の注意事項に従ってください。 


